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私
立
高
等
学
校
な
ど
の
授
業
料
を
補
助
し
ま
す

■
対
象
（
基
準
日
10
月
１
日
）

◇
対
象
校

・
私
立
高
等
学
校
（
全
日
制
・
定
時
制
。

通
信
制
を
除
く
）

・
私
立
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
全
日

制
・
定
時
制
）

・
私
立
専
修
学
校
（
高
等
課
程
）

・
私
立
高
等
専
門
学
校

◇
対
象
者

授
業
料
負
担
者
（
父
及
び
母
）
の
住
所

が
基
準
日
に
半
田
市
内
に
あ
り
、
授
業

料
負
担
者
の
所
得
が
所
得
基
準
に
該
当

す
る
方

※
基
準
日
に
市
税
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は

支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
補
助
金
額
（
上
限
額
）

　

年
額
１
１
，０
０
０
円

※
他
制
度
（
国
・
県
等
）
に
よ
り
授
業
料

の
負
担
が
軽
減
（
補
助
）
さ
れ
る
場
合
、

軽
減
後
の
残
額
を
上
限
に
補
助
を
行
い

ま
す
。

■
申
請
・
問
合
わ
せ　

10
月
３
日
（月）
〜
10
月
31
日
（月）
に
申
請
書

類
を
学
校
教
育
課
へ　


v
０
６
８
８

※
申
請
書
類
な
ど
は
学
校
教
育
課
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

私
立
高
等
学
校
等
に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者
の
み
な
さ
ん
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
授
業
料
を
補
助
し
ま
す
。

■所得基準

※所得基準については、父及び母の合計金額です。
※扶養親族とは、所得税法上の扶養親族のことをいいます。

（年齢基準日：平成２７年１２月３１日現在）

平成２８年度に私立
学校の第３学年以下
に在学する者

平成２８年度に私立
学校の第４学年以上
に在学する者

補助対象生徒

平成２８年度市民税所得割課税額が２７１，５００円未
満の世帯

所得基準

平成２８年度市民税所得割課税額が２４４，５００円に
①②の合計を加えた額未満の世帯
①１６歳未満の扶養親族１人につき１９，８００円を加
算した額

②１６歳以上１９歳未満の扶養親族１人につき７，２００
円を加算した額

新
入
学
児
童
健
康
診
断
を
行
い
ま
す

■
対
象
児
童

平
成
22
年
４
月
２
日
〜
平
成
23
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

■
健
康
診
断
通
知
書
送
付

10
月
１
日
現
在
で
半
田
市
に
住
所
の
あ

る
方
に
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
通
知

書
が
10
月
11
日
ま
で
に
届
か
な
い
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

学
校
教
育
課

　
　
　
　
　


v
０
６
８
８

　

平
成
29
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
の
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

■平成２９年度 新入学児童就学時健康診断日程表

実施日

１０月１３日（木）

学校名

半田小学校

受付時間

１３時２０分～１３時３５分

１１月 ９日（水）さくら小学校 １３時２５分～１３時４０分

１０月２７日（木）岩滑小学校 １２時４５分～１３時０５分

１１月１０日（木）雁宿小学校 １３時００分～１３時２０分

１０月３１日（月）乙川小学校 １３時００分～１３時２０分

１１月１６日（水）横川小学校 １３時３０分～１３時５０分

１１月１７日（木）乙川東小学校 １３時３０分～１３時４５分

１１月 ８日（火）亀崎小学校 １２時５０分～１３時２０分

１１月１０日（木）有脇小学校 １３時１０分～１３時３０分

１１月１８日（金）成岩小学校 １３時２０分～１３時４０分

１１月 ８日（火）宮池小学校 １２時３０分～１２時５５分

１１月 １日（火）板山小学校 １３時２０分～１３時４０分

１０月１８日（火）花園小学校 １２時４５分～１３時００分


